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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定された基準排気温度と実際のタービン排気温度との間の遅延が燃焼ダイナミックス及
び火炎損失の少なくとも１つをもたらす可能性がある望ましくないガスタービン過渡応答
を事象ベースの動作を使用して緩和する方法であって、
ガスタービン運転パラメータに関する入力データを感知する段階（３１０）と、
感知された前記運転パラメータに基づいて、所定の複数の過渡事象のセット（３１０）か
らどの事象が生じたかを判定する段階と、
所定の過渡事象（３１０）に対して所定の優先度の応答（３２０）、（３５０）を開始す
る段階と、
を含み、
前記複数の過渡事象のセット（３１０）が、短時間応答を必要とする過渡事象と、前記短
時間応答より長い長時間応答を必要とする過渡事象と、短時間応答及び長時間応答を必要
とする過渡事象とに分類されており、
前記所定の優先応答を開始する段階が、
短時間応答を必要とする過渡事象が判定されたときに短時間応答（３５０）を開始する段
階と、
長時間応答を必要とする過渡事象が判定されたときに長時間応答（３２０）を開始する段
階と、
短時間応答及び長時間応答を必要とする事象が判定されたときに短時間応答（３５０）及
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び長時間応答（３２０）を開始する段階と
を含み、
前記長時間応答を必要とする過渡事象が判定されたときに長時間応答を開始する段階が、
エミッションモデルゲインのステップ変更を開始する段階（３４０）と、
閉ループエミッション制御アルゴリズムでエミッションを調整する段階と、
を含み、
エミッションモデルアルゴリズムゲインのステップ変更を開始する前記段階が、
長時間応答を必要とする過渡事象の発生に起因するエミッションモデルゲインの各ステッ
プ変更において許容カウンタを増分する段階と、
閉ループエミッション制御アルゴリズムによる各調整において許容カウンタを減分する段
階と、
最大許容カウンタ値に達するまではエミッションモデルゲインアルゴリズムのステップ変
更を許容する段階（３３０）と、
を更に含む
ことを特徴とする、方法。
【請求項２】
前記短時間応答を開始する段階が、
前記ガスタービンのノズル内に流れる燃料と燃焼区域内に流れる前に空気と混合される燃
料との間のスプリットを調節するための燃料スプリット計画のステップ変更を開始する段
階（３６０）と、
所定の時間遅延の間に燃料スプリット計画のステップ変更を維持する段階（３７０）と、
所定の時間遅延の終了後に、燃料スプリット計画を通常の燃料スプリット計画に変更する
段階（３８０）と、
を含む、
請求項１に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタービン過渡応答を緩和
する方法。
【請求項３】
基本負荷から部分負荷への過渡状態、圧縮器水洗浄オン過渡状態、予混合パージへの移行
、グリッド過周波数事象、及び予混合状態下での負荷遮断のうちの少なくとも１つの発生
時に短時間応答（３５０）を開始する段階を更に含む、
請求項１又は２に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタービン過渡応答
を緩和する方法。
【請求項４】
所定の時間遅延の間に前記燃料スプリット計画のステップ変更を維持する段階が、
終了していない所定の時間遅延の間に短時間応答を必要とする後続の過渡事象が判定され
た場合に、所定の時間遅延を延長する段階を含む、
請求項２に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタービン過渡応答を緩和
する方法。
【請求項５】
圧縮器水洗浄オフ過渡状態、圧縮器水洗浄オン過渡状態、所定の時間期間よりも長い間に
調節されない閉ループエミッション制御、ＮＯｘエミッションの過渡的増大、ヒートソー
ク中のコールドスタート時の閉ループエミッション制御の損失のうちの少なくとも１つの
発生時に長時間応答（３２０）を開始する段階と、
を更に含む
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタ
ービン過渡応答を緩和する方法。
【請求項６】
エミッションモデルアルゴリズムゲインのステップ変更を開始する前記段階が、
調整可能なタービン排気基準温度制御アルゴリズムへのエミッションモデルゲイン入力を
増大させることによって、タービン排気基準温度を引き上げる段階を更に含む、
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請求項１乃至５のいずれか１項に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタ
ービン過渡応答を緩和する方法。
【請求項７】
エミッションモデルアルゴリズムゲインのステップ変更を開始する前記段階が、
補正パラメータ制御アルゴリズムへのエミッションモデルゲイン入力を増大させることに
よってタービン排気基準温度を引き上げる段階を更に含む、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタ
ービン過渡応答を緩和する方法。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総括的には、ガスタービンの燃焼システム用のコントローラに関する。具体
的には、本発明は、乾式低ＮＯｘ（ＤＬＮ）燃焼器用の燃焼器制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業用及び発電用ガスタービンは、これらの運転を監視し制御するコントローラを備え
た制御システムを有する。これらのコントローラは、ガスタービンの燃焼システムを管理
する。窒素酸化物（ＮＯｘ）のエミッションを最小にするために、ＤＬＮ燃焼システムが
開発され、使用されている。制御計画アルゴリズムは、コントローラによって実行され、
ＤＬＮ燃焼システムを運転する。従来のＤＬＮアルゴリズムは、入力として、タービンの
排気温度及び実際の運転中の圧縮機の圧力比の測定値を受け取る。ＤＬＮ燃焼システムは
、一般には、ガスタービンの運転状態（例えば、タービン排気温度）を決定するために、
タービン排気温度及び圧縮機の圧力比にのみ依存している。
【０００３】
　図１は、圧縮機１２、燃焼器１４、並びに圧縮機及び制御システムすなわちコントロー
ラ１８に駆動可能に結合されたタービン１６を有するガスタービン１０を示している。圧
縮機への入口２０は、周囲空気及び場合によっては注入水を圧縮機に供給する。この入口
は、ダクト、フィルタ、スクリーン及び吸音装置を有する場合があり、これら各々は、入
口２０を通って圧縮機の入口ガイドベーン２１内に流入する周囲空気の圧力損失の原因と
なる可能性がある。タービン用の排気ダクト２２は、例えば、エミッション制御及び吸音
装置を有するダクトを通して燃焼ガスをタービンの出口から導く。タービンは、電力を発
生する発電機２４を駆動することができる。
【０００４】
　ガスタービンの運転は、タービン、発電機及び環境の様々な状態を検出する幾つかのセ
ンサ２６によって監視することができる。例えば、温度センサは、ガスタービンの周りの
周囲温度、圧縮機排出温度、タービン排出ガス温度、及びガスタービンを通過するガス流
の他の温度測定値を監視することができる。圧力センサは、圧縮機入口及び出口、タービ
ン排気、並びにガス流の他の場所における周囲圧力並びに静的及び動的圧力レベルを監視
することができる。更に、湿度センサ、例えば、乾湿球温度計は、圧縮機の入口ダクト内
の周囲湿度を測定する。センサ２６はまた、ガスタービン１０の運転に関する様々なパラ
メータを感知する、流量センサ、速度センサ、火炎検出器センサ、バルブ位置センサ、ガ
イドベーン角度センサ、又は同様のものを含むことができる。本明細書で使用される用語
「パラメータ」及び類似の用語は、所定のタービン運転状態を表すのに使用することがで
きるタービン内の定義された場所における、温度、圧力及び流量のようなタービンの運転
状態を定義するのに使用することができる項目を意味する。
【０００５】
　燃料制御システム２８は、燃料供給源から燃焼器１４まで流れる燃料、すなわち様々な
ノズル内に流れる燃料と燃焼区域内に流れる前に空気と混合される燃料との間のスプリッ
トを調節し、更に、燃焼器のために燃料の種類を選択することができる。この燃料制御シ
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ステムは、別個のユニットとすることができ、或いは、より大きなコントローラ１８の構
成要素とすることもできる。
【０００６】
　コントローラは、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＳＰＥＥＤＴＲＯＮＩＣ（商標
）ガスタービン制御システムとすることができる。コントローラ１８は、センサ入力及び
人間のオペレータからの指示を使用して、ガスタービンの運転を制御するためにプログラ
ムを実行するプロセッサを有するコンピュータシステムとすることができる。コントロー
ラ１８によって実行されるプログラムは、燃焼器１４への燃料流量を調節する計画アルゴ
リズムを含むことができる。このコントローラによって生成された命令により、ガスター
ビン上のアクチュエータが、例えば、流量及び燃料の種類を調節する燃料供給源と燃焼器
との間のバルブ、圧縮機上の入口ガイドベーン２１、及びガスタービン上の他の制御設定
値を調整するようになる。
【０００７】
　コントローラ１８は、該コントローラのコンピュータメモリ内に格納されたアルゴリズ
ムに部分的に基づいてガスタービンを調節する。これらのアルゴリズムにより、コントロ
ーラ１８は、タービン排気中のＮＯｘ及び一酸化炭素（ＣＯ）エミッションを予め定義さ
れたある限界内に維持し、燃焼器燃焼温度を予め定義された温度限界内に維持することが
できる。このアルゴリズムは、現在の圧縮機圧力比、圧縮機排出温度、周囲比湿度、入口
圧力損失及びタービン排気背圧についてのパラメータを含む。
【０００８】
　燃焼器１４は、ＤＬＮ燃焼システムとすることができる。制御システム１８は、ＤＬＮ
燃焼システムを制御するようにプログラム及び修正することができる。
【０００９】
　タービン運転温度及び基準タービン運転温度は、ガスタービン運転の制御において重要
なパラメータである。Ｍｏｒｇａｎ他による米国特許第７，１００，３５７号は、タービ
ン排気の基準温度を計算するためのアルゴリズムに組み込まれた多くの環境要因を含む目
標基準排気温度を調整することによって、ガスタービンを制御するシステムを説明した。
このアルゴリズムは、ＮＯｘエミッション制限アルゴリズム、ＣＯエミッション制限アル
ゴリズム、目標タービン燃焼温度アルゴリズム、及び目標タービン燃焼温度制限アルゴリ
ズムに基づいて、制限タービン排気温度を設定する。このプロセスを用いて、特に周囲条
件及びタービン運転パラメータが変化するときに、タービンエミッション及び燃焼温度を
目標レベル以下に維持することができる。コントローラは、目標タービン排気温度を達成
するよう燃料コントローラを調整する。このアルゴリズムは、補正パラメータ制御（ＣＰ
Ｃ）として周知である。
【００１０】
　様々な正常な過渡運転状態は、基準タービン運転温度と実際のタービン運転温度との間
の一時的な差異をもたらすことができる。１つの実施例は、ユニットが無負荷になると、
燃料が最初に減少するので、基準排気温度は通常、実際の温度よりも高くなることである
。従って、入口ガイドベーンは、基準温度に対する実際の温度の誤差に反応するが、燃焼
温度を維持するために燃料の減少には反応しない。
【００１１】
　残念ながら、入口ガイドベーンがタービン排気熱電対を使用して制御されると、タービ
ン排気熱電対内には既知の遅延が存在する。タービン排気熱電対がより低い温度を登録す
るまでは、燃料は減少し続ける。これにより入口ガイドベーンは、燃焼未満状態をもたら
す無負荷の間は常に燃料を「追跡」する結果となる。
【００１２】
　通常、燃焼未満ではあまり大きな悪影響を及ぼさないので、かなり大きなマージンが燃
焼システムに存在する。しかしながら、最新の超低エミッション燃焼システムでは、マー
ジンは遙かに厳しくなる。過渡の燃焼未満は、燃焼ダイナミックスすなわち火炎の損失を
もたらす可能性がある。燃焼器内の燃焼ダイナミックスは、ハードウェアに損傷を与える
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ことは周知である。燃焼における火炎の損失は、大きな拡散をもたらす可能性があり、プ
ラグが燃焼され、Ｌｅａｎ　Ｌｅａｎ及び高エミッションモードの運転に戻される。また
、ユニットトリップも大きな拡散で生じる可能性がある。
【特許文献１】米国特許第７，１００，３５７号公報
【特許文献２】米国特許第６，９１２，８５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、新しい制御アルゴリズムでは、燃焼ダイナミックス又は火炎の損失を回避する
ために、ガスタービンユニットを識別して一時的に位置付けることが必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様によれば、圧縮機、燃焼器、及びタービンを含むガスタービンにおける
コントローラは燃料スプリット計画を備える。このコントローラは、実際のガスタービン
運転パラメータに関するデータを受け取るセンサ入力と、運転パラメータに従って燃料ス
プリットを調整する燃料制御システムとを含む。
【００１５】
　コントローラ内のプロセッサは、測定された基準排気温度と実際のタービン排気温度と
の間の遅延が、燃焼ダイナミックス及び火炎損失のうちの少なくとも１つを生じる場合が
ある、所定のガスタービン過渡事象のセットを含むプログラムを実行する。プロセッサは
、センサ入力に基づいたガスタービン運転パラメータから過渡事象を認識する機能を含む
。プロセスは、燃焼ダイナミックス及び火炎損失に関するガスタービン過渡事象の影響を
緩和するためにプログラムされた応答を提供する。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、測定された基準排気温度と実際のタービン排気温度との間
の遅延が燃焼ダイナミックス及び火炎損失のうちの少なくとも１つを生じる場合があるガ
スタービン運転における過渡事象に応答するための方法が提供される。本方法は、実際の
ガスタービン運転パラメータに関する入力データを感知する段階と、感知された運転パラ
メータに基づいて、所定の過渡事象のセットからどの事象が生じたかを判定する段階とを
含む。本方法は、更に、所定の過渡事象に対して所定の優先応答を開始する。
【００１７】
　本発明の更に別の態様によれば、圧縮機、燃焼器、タービン、実際のガスタービン運転
パラメータに関するデータを提供するセンサ、及び運転パラメータによる燃料スプリット
計画を含む燃料制御システムを含むことができるガスタービンが提供される。ガスタービ
ンはまた、実際のガスタービン運転パラメータに関するデータを受け取るセンサ入力を受
信するコントローラを含む。このコントローラは更に、プログラムを実行するプロセッサ
を含む。プログラムは、測定された基準排気温度と実際のタービン排気温度との間の遅延
が燃焼ダイナミックス及び火炎損失のうちの少なくとも１つを生じる場合がある所定のガ
スタービン過渡事象のセットと、センサ入力に基づいてガスタービン運転パラメータから
過渡事象を認識する機能と、燃焼ダイナミックス及び火炎損失に関するガスタービン過渡
事象の影響を緩和するためのプログラムされた応答とを含むことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明のこれら及び他の特徴、態様並びに利点は、図面全体を通じて同様の符号が同様
の要素を示している添付図面を参照しながら以下の詳細な説明を読めばより理解されるで
あろう。
【００１９】
　本発明の以下の実施形態は、指定過渡状態の間の燃焼ダイナミックス及びフレームアウ
トを回避すること、及び目標とするＮＯｘレベルでの連続運転を可能にすることを含む、
多くの利点を有する。
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【００２０】
　本発明は、ガスタービン運転中に通常見られ、且つ望ましくない運転及び場合によって
はハードウェア破損の原因となる可能性がある過渡事象を管理する方法に関する。ある過
渡運転の間に、基準排気温度と実際のタービン排気温度との間に遅延が見られることがあ
る。この遅延は、可変の大きさ及び持続時間の燃焼システム内での燃焼未満状態を生じる
可能性がある。燃料スプリット計画又は制御アルゴリズムのいずれかは、燃焼ダイナミッ
クス又は火炎の損失を阻止するようにこれらの過渡状態の間に位置付けることができる。
燃焼ダイナミックスは、即時のハードウェア交換を必要とする可能性のある損傷を引き起
こすことが知られている。過渡状態が完了すると、通常の制御運転が再開される。
【００２１】
　また、運転中、システムコントローラは、エミッション、特にＮＯｘエミッションを移
動平均に基づいた最大レベルに制限するように設計されている。本発明がなければ、目標
ＮＯｘレベルにおける長時間運転は可能ではない。
【００２２】
　図２は、従来技術の制御体系の下での基本負荷から部分負荷への過渡事象を示している
。入口ガイドベーン位置２１０、メガワット出力２１５、排気温度２２及び燃料基準２３
０を含む運転パラメータは、基本負荷から部分負荷までの出力過渡状態の間追跡される。
燃料基準２３０は、１で移動し始める。入口ガイドベーン２１０は、２までは閉鎖が開始
されず、タービンは、排気温度２２０で示されるように一時的に冷却に向かうことが可能
になる。排気温度は、３の周辺までは燃料減少に応答して降下し続け、その後回復する。
燃料基準の減少と入口ガイドベーン２１０の閉鎖との間の遅延２６０に起因する排気温度
２２０の一時的な降下は、燃料が迅速に供給されない場合には、燃焼ダイナミックス又は
希薄消焔を生じる可能性がある。
【００２３】
　図３は、従来技術の制御体系の下での水洗浄オン過渡事象を示している。グラフで識別
された運転パラメータは、入口ガイドベーン位置３１０、燃料スプリット３２０、メガワ
ット出力３３０及び水洗浄オンのシーケンス３４０を含む。１において、水洗浄オン３４
０が開始され、２で完全に流れている。メガワットパワー出力３３０は、３において水洗
浄に迅速に応答し、約１．５メガワットだけ増大する。しかしながら、従来技術の制御で
は、燃料スプリット３２０は、タービンへの水の流入によって引き起こされるステップ状
出力に応答して即座には調整されない。従って、タービン内で冷却が起こり、場合によっ
ては、燃焼ダイナミックス又はフレームアウトにつながる。
【００２４】
　水洗浄流れは、本ケースの場合には、４での少なくともグラフの時間の間（１４４秒）
継続されるが、水洗浄の頻度及び時間は、個々の現場オペレータによって決定付けられる
。水洗浄は、数時間でも維持することができる。更に、ユニットに押し込まれる水の量は
、洗浄される機械の数、詰まった水洗浄ノズルの数及び他の要因に依存し、ガスタービン
製造者の管理下にはない。その結果、水洗浄に対する影響の予測を確定することはできな
い。従って、円滑な運転及びＮＯｘ制御を維持するためには、即時応答及び長時間応答の
両方が必要とされる。
【００２５】
　本発明の態様は２つの部分に分けられる。燃料スプリット動作は、即時応答の主要なも
のである。制御アルゴリズム動作は、エミッションモデルゲインを調整することによって
、より長時間の応答に対してユニットを運転限界から更に推し進める。
【００２６】
　場合によっては、即時応答は、燃焼ダイナミックス又は火炎の損失を防止するために、
ユニットを過渡的に位置付けることが要求される。これらの過渡事象に対する解決法は、
ガス燃料スプリットを迅速に動かすことであり、これは燃焼作動性に即時的な影響を与え
ることになる。残りの制御アルゴリズムは、燃料スプリットがシフトされたことを認識し
ていないので、過渡事象が消えた後にその変更をランプ制御で元に戻す必要がある。
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【００２７】
　ガス燃料スプリットは、ガスタービン制御の既存の制御アルゴリズム内でプログラムさ
れる。この燃料スプリットは、特定の運転状態についての様々な燃料経路の間で分配され
ることになるガス燃料の量を決定付ける。燃料スプリットを変えることにより、幾分エミ
ッションは大きくなるが、より安定した火炎となる。変更した燃料スプリットは、所定時
間期間の間維持される。燃料スプリットの変更がもはや必要とされなくなると、過渡状態
はランプオフすることができる。作動試験では、調整された燃料スプリットに対する所定
時間期間は、即時応答を必要とする幾つかの作動過渡状態については約６０秒に設定する
ことができるが、この所定期間は、様々な運転過渡状態に対してより短く又はより長く設
定できることが示された。
【００２８】
　ガスタービンのＮＯｘ制御は、最大時間平均ＰＰＭ出力に関して指定することができる
。従って、平均的ＰＰＭ出力を上回らない条件下で、即時応答の調整された燃料スプリッ
ト間のような、ＮＯｘエミッションの限定的な過渡的増大は許容することができる。
【００２９】
　ユニットの作動中、アルゴリズムは、潜在的リスクとして識別される過渡事象を継続的
に探している。過渡事象が識別され、「克服する」ために即時動作が必要とされる場合に
は、ガス燃料スプリットのステップ状変化が適用される。調整されたガス燃料スプリット
では、燃焼ダイナミックス及び希薄消焔の両方に対する大きなマージンが存在する。
【００３０】
　リスクが通り過ぎると、アルゴリズムはガス燃料スプリットを計画値に戻るようランプ
制御する。複数の過渡事象を同時に有することも可能である。コントローラは事象につい
て連続的に監視し、各事象は、複数の事象が短い時間フレームで発生する場合にはホール
ドタイムを引き延ばすことによってシーケンスを開始する。過渡状態が収まると、燃料ス
プリットは計画値に戻る。例示的な過渡状態のセットにおいて、燃料スプリット調整の即
時応答に関するホールドタイムは６０秒とすることができる。しかしながら、特定の過渡
事象に個別のホールドタイムを適用することも実施可能な場合がある。最初の過渡状態に
関するホールドタイムの間に、１つ又はそれ以上の後続の過渡事象が識別された場合、後
続の事象に関するホールドタイムを付加し、即時応答の持続時間を延長することができる
。ホールドタイムの終わりには、即時応答は計画値までランプオフすることができる。
【００３１】
　他の過渡状況では、タービン作動性に対する悪影響を回避するために長時間応答を必要
とする。１つの実施例は水洗浄の間である。水洗浄は、圧縮機ブレードを洗浄する目的で
、水及び利用可能な洗浄剤を圧縮機内に取り込み、圧縮機を通って流す作業である。水が
タービンセクションに達すると、水塊がタービンを通る流れ全体を冷却する傾向があり、
場合によっては、燃焼ダイナミックス又はフレームアウトを生じる。即時応答は、初期燃
焼ダイナミックス及びフレームアウトの可能性に対処するために必要とされる。
【００３２】
　しかしながら、水洗浄が開始されると、実際に圧縮機に入る水の量は、機器製造者の制
御外の様々な要因に依存している。この要因は、その時点で洗浄しているタービンの数及
びユニット当たりの閉塞した水洗浄ノズルの数を含むことができる。各水洗浄の影響を予
測することは不可能であるので、タービンエミッション制御アルゴリズムの長時間調整が
必要とされる。補正パラメータ制御（ＣＰＣ）アルゴリズムがＭｏｒｇａｎ他による米国
特許第７，１００，３５７号に関して上述された。長時間応答を必要とする過渡状態がコ
ントローラによって識別されると、ＣＰＣアルゴリズムは、ユニットが燃焼ダイナミック
ス及びフレームアウト可能性に対するマージンを増大させるより大きなエミッションレベ
ルで過渡的に動作するように「拡張」される。次に、閉ループエミッション制御は、安定
状態水洗浄運転が構築された後、エミッションフィードバックデータを使用してユニット
を望ましいエミッションレベルに再調整し、コントローラアルゴリズムを調整する。
【００３３】
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　補正パラメータ制御（ＣＰＣ）は、超低エミッションプログラムで使用されるが、本発
明の一部としては必要ではない。ＣＰＣは、エミッション限界のような指定された境界限
界内でタービン運転を維持する排気温度基準を生成する。
【００３４】
　別の選択肢は、エミッションモデルゲインをステップ化することによって、長時間応答
を適用することである。通常この応答は、予測できない過渡状態において使用される。モ
デルゲインがステップ化されると、閉ループエミッション制御は、モデル及びタービンを
再調整し、安定状態運転状況に戻すことになる。エミッションモデルのステップ化は、直
接燃料スプリット計画反応を有さないが、燃料スプリット及び排気温度基準を必要に応じ
て調整することになる。
【００３５】
　閉ループエミッション制御がオフラインの間に過渡事象が生じた場合でも、エミッショ
ンモデルは、依然としてステップ化される。しかしながら、ユニットを調節するために閉
ループエミッション制御がなければ、エミッションは、要求よりも僅かに大きくなる可能
性がある。長時間応答を必要とする付加的な過渡状態が起こった場合、エミッションモデ
ルは、引き続きステップ化されることになる。境界がなければ、これらの過渡状態が引き
続き閉ループエミッション制御オフラインによって生じる場合、タービンをエミッション
適合ウィンドウ外にすることが可能になる。従って、許容カウンタが長時間動作に加えら
れ、閉ループエミッション制御オフラインでのエミッションモデル調整の過度なステップ
化を回避する。例えば、複数の連続した長時間過渡状態が生じた場合、エミッションモデ
ルは、少なくとも１つの閉ループエミッション制御調整が行なわれるまで、後続の動作の
実施からロックアウトされるようにする。
【００３６】
　即時応答又は長時間応答を開始する決定、或いは、両応答が必要とされるか否かは、現
場の経験的動作及び試験に基づいている。付加的な過渡状態を識別し、アルゴリズムに加
えることができる。過渡状態が検出された後に行なわれる応答はまた、即時応答から長時
間応答に容易に変更することができ、その逆もまた同様である。システム運転は、基準排
気温度と実際の排気温度との不一致から生じる可能性がある過渡事象について評価を行っ
ている。例示的な運転について、即時応答、長時間応答、又は両方の応答が必要とされる
か否かに関して表１に分類した。
【００３７】
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【表１】

　図４は、本発明の過渡事象ベースの制御アルゴリズムの実施形態を示している。アルゴ
リズムはステップ３００で始まる。ステップ３１０において、システムパラメータは、可
能性のある過渡事象について監視される。ステップ３２０において、長時間動作が必要と
されるか否かが判断される。長時間動作が必要とされない場合、ステップ３５０で、即時
動作が必要とされるか否かが判断される。
【００３８】
　ステップ３２０において、長時間動作が必要とされる場合、ステップ３３０で、許容カ
ウンタが所定の限界を下回るか否かを判断するチェックが行なわれる。ステップ３３０に
おいて、許容カウンタが限界を下回っていない場合、ステップ３５０で、即時動作が必要
とされるか否かが判断される。ステップ３３０において、許容カウンタが限界を下回って
いる場合、ゲインを使用してエミッションモデル基準に対するステップ変更が行われ、ス
テップ３５０に従って、即時動作に関するチェックが行なわれる。アルゴリズムの更に別
の態様においては、許容カウンタが所定の限界を下回ったままである場合、閉ループエミ
ッション制御調整が介在せずに、エミッションモデル基準ゲインに対し変更が行われる。
【００３９】
　ステップ３５０に従って即時動作が必要とされない場合、ステップ３１０に従って、可
能性のある過渡状態についての監視が継続される。ステップ３５０によって即時動作が必
要とされる場合、燃料スプリットにおいてステップ変更が行なわれ、ステップ３６０に従
って、ホールドタイマが初期化される。ステップ３７０において、ホールドタイマが完了
したか否かを判断するチェックが行なわれる。ホールドタイマが完了していない場合、該
ホールドタイマが完了するまでチェックが継続される。ホールドタイマが完了すると、ス
テップ３８０に従って、燃料スプリット基準のステップ変更がランプアウトされる。ホー
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ルドタイマの更に別の態様においては、該ホールドタイマは、短時間動作を必要とする別
の過渡事象を識別することによってリセットすることができる。次に、可能性のある過渡
事象について監視が継続される。
【００４０】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の制御アルゴリズムの実施形態の下での基本負荷から部分
負荷への過渡事象を示している。入口ガイドベーン位置５１０、メガワット出力５１５、
燃料基準速度５２０、燃料基準温度５２５、排気基準温度５３０、排気温度５３５、過渡
状態検出５４０及び燃料スプリット５５０を含む運転パラメータは、基本負荷から部分負
荷への出力過渡状態の間に追跡される。燃料基準速度５２０は、１において、燃料基準温
度５２５と交差すると燃料を減少し始め、基本負荷５５５から部分負荷５６０まで、メガ
ワット出力５１５において起こる出力低減と一致する燃焼器への燃料低減を開始する。入
口ガイドベーン位置５１０は、２から閉鎖が始まり、タービンは、当分の間、排気温度５
３５で示されているように３において過渡的に冷却を開始することが可能になる。基準排
気温度５３０は、部分負荷状態の新規の高温設定５７０を反映するように上昇する。本発
明のアルゴリズムの実施形態によれば、過渡事象５６０は４において検出される。即時応
答は、７において、燃料スプリット５５０のステップ変更の形態で実施される。燃料スプ
リットの変化は、上述のように、火炎を維持し且つ燃焼ダイナミックスを回避するのを助
ける。所定の即時応答時間の終わりに、燃料スプリットの変更が９でランプオフされ、こ
の即時応答は、所定の固定時間の間継続する。
【００４１】
　図６は、本発明の制御アルゴリズムの実施形態での水洗浄オンの過渡事象を示している
。メガワット出力６１５、水洗浄オンステータス６２０、燃料スプリット６３０及びエミ
ッションモデルゲイン６３５を含む運転パラメータが追跡される。上述のように、水洗浄
オンの過渡事象は、圧縮機を通してタービン内に水を導き、燃料スプリット６３０で示さ
れているように、燃料が提供されるのに対して、４においてタービンから付加的な熱が取
り出される。冷却は、燃焼ダイナミックス又はフレームアウトの可能性を高める。水洗浄
オンの過渡事象６２０は、１で本発明のコントローラによって感知される。コントローラ
は、即時応答を開始し、３で燃料スプリットの変化に影響を与えることによって燃料配分
を修正し、これにより、火炎を安定化させるように動作する。所定の即時応答時間の終わ
りに、燃料スプリットは、６でランプオフされ、この即時応答が所定の固定時間の間続く
。
【００４２】
　水洗浄オンの過渡事象は更に、コントローラから長時間応答を誘起する。１でオン選択
された水洗浄に対応して、エミッションモデルゲイン６３５は７で増大される。閉ループ
エミッション制御は、エミッションモデルゲインを望ましいエミッションを維持するのに
必要な値に調整する一方、安定状態の後の水洗浄において、水洗浄オンエミッションデー
タが８で利用可能となる。
【００４３】
　事象ベース動作を使用して望ましくないガスタービン過渡事象を緩和するために長時間
応答を組み込んだコントローラのブロック図が図７に提供される。長時間応答に対する制
御は、閉ループエミッション制御、及び全体のタービン運転制御に送られるタービン排気
基準温度を決定する補正パラメータ制御を含むことができる。より高いタービン排気基準
温度信号に応答して、タービン制御は、燃料の量及び／又は燃焼器に送られる燃料スプリ
ットの変化に影響を与え、従って、これらの長時間過渡状態の間に燃焼ダイナミックスに
対するマージンの増大を可能にすることができる。
【００４４】
　図７は、閉ループエミッション制御（ＣＬＥＣ）ブロック６０５、及びタービン制御部
６３５に対する基準排気温度６２６を共に構築する補正パラメータ制御（ＣＰＣ）ブロッ
ク６２５を含む。タービンコントローラ６３５は、ガスタービン６４０に対して直接制御
を提供する。ガスタービン６４０からの排気６５０は、タービン排気熱電対６５５からの



(11) JP 5546113 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

温度６５６及びタービンエミッション６６０を含むパラメータについて監視されている。
タービン排気熱電対温度６５６は、タービン制御部６３５にフィードバックされ、タービ
ンエミッション６６０は、ＣＬＥＣ６０５のエミッション監視装置６０６によって感知さ
れる。
【００４５】
　タービン制御システム６３５の検出要素（例示的な要素６７１～６７４）は、燃焼ダイ
ナミックスを回避するための長時間応答を必要とする予め定められた過渡状態の発生を識
別する。
【００４６】
　Ｍｏｒｇａｎ他による米国特許第７，１００，３５７号に記載のように、補正パラメー
タコントローラ６２５は、様々なタービン運転パラメータを利用して、タービンコントロ
ーラ６３５に提供されるタービン排気基準温度６２６を決定する。エミッション制限アル
ゴリズム６２９を含む４つの制限アルゴリズムは、各々制限温度出力を提供する。選択ア
ルゴリズム６３０に従って選択制限アルゴリズム出力の１つを選択して、タービン排気基
準温度６３４を求めることができる。
【００４７】
　運転中、エミッションゲイン信号６２４は、閉ループエミッション制御部６０５により
ＣＰＣ６２５のエミッション制限アルゴリズム６２９に提供される。エミッションゲイン
信号６２４は、エミッション監視センサ６０６によって感知されたエミッションデータ６
６０及び予測エミッション信号６１１に基づくことができる。予測エミッション信号６１
１は、ＣＰＣ６２５のエミッションアルゴリズム６２９からの出力温度６３３及びタービ
ン運転状態パラメータ６１５を利用して、エミッション予測器６１０によって求めること
ができる。
【００４８】
　例示的な長時間過渡事象６７１～６７４が識別されると、ゲイン選択機能６２３は、増
大したゲイン係数６０８を有するゲイン入力６０９を一時的に選択することができる。増
大したゲイン入力によって、エミッション制限アルゴリズム６２９へのエミッションゲイ
ン信号６２４が増大し、従って、エミッション制限アルゴリズム６２９の制限温度出力６
３３が上昇する。エミッション制限アルゴリズム６２９からの出力を増大させる効果は、
タービン排気基準温度６３４、及び／又は燃料スプリットを増大させ、従って、燃焼ダイ
ナミックスに対するマージンが増大する。
【００４９】
　一例として、増大したタービン排気温度では、タービン排気６５０のエミッション６６
０が上昇する傾向にある。これに応じて、エミッション監視装置６０６へのエミッション
入力６６０が増大する。閉ループエミッション制御のエミッション監視装置６０６及び予
測エミッション信号６１１からの差動フィードバックは、ＣＰＣ６２５に提供されるエミ
ッションゲイン６２４をより正常な値に回復させる（調整する）傾向がある。このフィー
ドバックは、エミッションレベルを許容可能な運転制限内にまで回復させる傾向がある。
しかしながら、長時間過渡事象がタービンの運転状態を変化させる範囲（例えば、よりエ
ネルギを抽出する水洗浄）までエミッションゲイン６２４が十分に回復されない場合があ
る。
【００５０】
　この実施形態は、基準排気温度の設定のためにＣＰＣを使用する一方で、長時間過渡事
象を示す信号に応答することができる調整可能なタービン排気基準温度用の他の制御機構
は、本発明の範囲内にあると考えることができる。
【００５１】
　様々な実施形態を本明細書において説明したが、その中で、様々な構成要素の組み合わ
せ、変形又は改良を行なうことができ、これらは本発明の範囲内にあることは本明細書か
ら明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００５２】
【図１】燃料制御システムを有するガスタービンを示す図。
【図２】従来技術制御下での基本負荷から部分負荷への過渡事象を示す図。
【図３】従来技術制御下での水洗浄オン過渡事象を示す図。
【図４】本発明の過渡事象ベースの制御アルゴリズムの実施形態を示す図。
【図５Ａ】本発明の制御アルゴリズムの実施形態による基本負荷から部分負荷への過渡事
象を示す図。
【図５Ｂ】本発明の制御アルゴリズムの実施形態による基本負荷から部分負荷への過渡事
象を示す図。
【図６】本発明の制御アルゴリズムの実施形態による水洗浄オン過渡事象を示す図。
【図７】事象ベースの動作を使用して望ましくないガスタービン過渡状態を緩和する長時
間応答を組み込んだコントローラを示す図。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　ガスタービン
　１２　圧縮機
　１４　燃焼器
　１６　タービン
　１８　制御システム
　２０　入口
　２１　入口ガイドベーン
　２２　排気ダクト
　２４　発電機
　２６　センサ
　２８　燃料制御システム
　２１０　入口ガイドベーン位置
　２１５　メガワット出力
　２２０　排気温度
　２３０　燃料基準
　２６０　遅延
　３１０　入口ガイドベーン位置
　３２０　燃料スプリット
　３３０　メガワット出力
　３４０　水洗浄オン
　５１０　入口ガイドベーン位置
　５１５　メガワット出力
　５２０　燃料基準速度
　５２５　燃料基準温度
　５３０　排気基準温度
　５３５　排気温度
　５４０　過渡状態検出
　５５０　燃料スプリット
　５５５　基本負荷
　５６０　部分負荷
　５７０　高温設定
　６１５　メガワット出力
　６２０　水洗浄オン状態
　６３０　燃料スプリット
　６３５　エミッションゲインモデル
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